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令和８年度農林水産省ＥＢＰＭ取組方針 

 

令和８年４月 17 日  

農 林 水 産 省  

 

ＥＢＰＭ（Evidence-Based Policy Making）とは、達成すべき政策目標を明らかにした上

で、合理的根拠に基づいて政策を立案することであり、食料・農業・農村基本計画（令和７

年４月11日閣議決定）のほか、累次の「経済財政運営と改革の基本方針」（閣議決定）等に

おいても、これを推進する旨が明記されている。 

政府全体の「ＥＢＰＭ取組方針（令和８年度）」（令和８年２月17日ＥＢＰＭ推進委員会決

定）にもあるように、実施している事業について不断に検証し、十分な効果が上がっていな

いものについては、廃止や改善等の見直しを迅速に行い、また未知の課題については最善と

考える対応を速やかに執った上で、データ等に基づいてその効果を把握し、当該対応をブラ

ッシュアップする。こうしたことを徹底し、心理的安全性が確保された中でのコミュニケー

ションを通じたＥＢＰＭの手法を活用した、機動的かつ柔軟な、アジリティのある政策形成

により、政策の質を向上させていくことが重要である。 

以上のような基本的考え方の下、農林水産省の政策の立案能力や説明能力を高めていくた

め、政府全体の「ＥＰＢＭ推進方針（令和８年度）」を踏まえ、農林水産省におけるＥＢＰＭ

の取組を一層推進することとする。 

 

１． 行政事業レビューにおけるＥＢＰＭの取組  

（１）政策の効果発現経路の整理・明確化 

各部局庁は、行政事業レビューシート及び基金シート（以下「レビューシート等」とい

う。）において、事業の現状把握・課題設定を適切に行うとともに、アクティビティからア

ウトカム（短期・中期・長期）に至るまでの政策の効果発現経路（以下「ロジック」とい

う。）について、矛盾や飛躍がないよう、引き続き整理・明確化を図る。 

ロジックの整理・明確化は、政策課題とその現状に対し、事業に込めた担当者の意図を

端的に表現することであり、政策の立案や改善、対外的なコミュニケーションに資するこ

とはもとより、モニタリング・効果検証に向けた適切な成果指標の設定にもつながるもの

である。特に、新規要求事業や事業見直しの検討過程においては、レビューシート等に加

え、ロジックを図示した「ロジックモデル」も積極的に活用し、考え得る複数のアクティ

ビティを見比べながら、時系列に沿って段階的に複数のアウトカムを書き出す等、アイデ

アベースの政策議論を通じて事業の立案や改善を図ることが重要である。 

このため、大臣官房広報評価課（以下「広報評価課」という。）は、事業の改善に資する

ロジックの整理・明確化や４．（４）で後述するデータの収集・集約・集計に関する各部局

庁の取組に対する支援を行う。 

 

（２）予算編成過程への活用 

 大臣官房予算課及び各部局庁は、予算編成過程において、（１）で作成したレビューシ

ート等を積極的に活用する。 

 

（３）優良事業改善事例の創出 
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 各部局庁は、ＥＢＰＭの推進に向けて、優良事業改善事例の創出に取り組む。農林水産

省行政事業レビュー推進チームは、各部局庁の推薦を基に、優良事業改善事例の選定・表

彰を行う。 

 

２．規制の立案・改善、税制改正プロセス等におけるＥＢＰＭの実践  

各部局庁は、規制の立案・改善、税制改正プロセスにおいても、ＥＢＰＭを実践するた

め、次の取組を行う。そのほか、各種計画・施策パッケージ等の立案・見直しや、租税特

別措置・補助金の適正化の取組においても、ＥＢＰＭの手法を活用する。 

① 規制の立案・改善に当たっては、規制の政策評価の枠組を活用し、ロジックの明確

化、効果と負担の定量的な把握・分析、その他の手段との比較検証、利害関係者との調

整などを行うように努める。 

② 税制改正プロセスにおける税制当局への説明の際、客観的データに基づき、税制措置

の効果を立証する。 

 

３．ＥＢＰＭに関する知見の蓄積・共有  

（１）農林水産省ＥＢＰＭアドバイザリー会議の開催 

広報評価課は、適切なアウトカムの設定やデータ分析の手法等、ＥＢＰＭの推進に係る

課題に関する検討や解決を目的として、必要に応じ、農林水産省ＥＢＰＭアドバイザリー

会議を開催する。関係部局庁や広報評価課は、ＥＢＰＭの推進に向けて、会議での議論を

それぞれの取組に反映させる。 

 

（２）効果分析に関する知見の蓄積・共有 

広報評価課は、農林水産省の事業等の効果分析の効率的な実施に向け、分析手法の事前

設計、分析の実施等に必要な知見の蓄積・共有を行う。 

各部局庁は、広報評価課の有する知見や各事業等の多様性を踏まえつつ、事業等の効果

を測定するために必要なデータの取得方法や分析手法についてあらかじめ検討する等、効

果分析を見据えた事業等の設計を行う。特に、新規要求事業については、３．（４）も踏ま

え、事業設計と同時に事業の効果を適切に評価できる仕組みをあらかじめ準備する等、十

分な検討を行う。 

その上で、広報評価課及び各部局庁は、調査委託費等も活用し、統計的な手法等を用い

た効果分析を実施する。 

統計部、大臣官房デジタル戦略グループ（以下「デジタル戦略グループ」という。）及び

農林水産政策研究所は、効果分析の事前設計や実施に当たり、適切な統計データ及びデジ

タルツールの利活用、効果分析の手法等について、必要に応じて助言を行う。 

 

４．データの整備・改善・利活用  

（１）各部局庁は、ＥＢＰＭの推進に必要なデータの整備に向け、紙媒体から電子データへ

の移行等を進める。 

 

（２）デジタル戦略グループは、各部局庁の行政手続のオンライン化に関する取組（データ

分析に容易に活用できる形式での申請項目入力画面の作成や、RPA、マクロ機能、AI-OCR

等を通じたデータ処理が可能となるよう法定様式（添付ファイル）の見直し等）を技術
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面から支援・指導するとともに、オンライン申請で蓄積される各種データについて、政

策担当者等が自ら効果検証等の分析に活用できるようデータベース化を推進する。また、

これらの取組に関し、各部局庁からの相談を受け付ける体制を整備する。 

 

（３）統計部は、各部局庁が行う行政事業レビューにおけるＥＢＰＭの取組において、統計

データの活用可能性について助言を行う。また、農林水産統計その他の統計のデータや

意識・意向調査（アンケート調査）を組み合わせつつ、省内の政策課題の検討に資する

統計等データの作成・分析・提供を行うことで、データに基づく政策立案の支援を行う。

また、分析ツールを活用しやすいデータ形式に標準化するなど、統計データ活用の環境

整備を推進する。 

さらに、「統計データの利活用サポート窓口」を通じ、各部局庁に対し、統計データの

所在案内、統計データの組替集計の受付・提供、統計調査の調査票情報の提供、統計調

査の設計支援等を行う。 

 

（４）各部局庁は、事業効果の把握・分析を強化するために必要となるデータをあらかじめ

特定した上で、効率的にデータの収集・集約・集計が可能となるよう、事業の実施要領

等における関係規定の整備や、事業実施主体等に対する報告様式の記載内容等について

検討する。 

 

５．人材育成、知見の蓄積・活用  

（１）ＥＢＰＭに関する研修 

広報評価課は、大臣官房秘書課等の協力の下、政策立案の中心的な実務を担う課長補佐

クラスの職員はもとより、幹部・管理職職員、係長クラスの職員、新規採用者等の職員各

層に対し、ＥＢＰＭに関する意識啓発や基本的・実践的知識の向上に資するよう、ＥＢＰ

Ｍに関する研修を実施する。 

 

（２）ＥＢＰＭに資するその他の研修  

デジタル戦略グループ及び統計部は、データ分析をするための知識・スキルの習得やデ

ジタルツールの利活用を進めるため、ツール活用の技術習得のための研修や、データサイ

エンティスト研修を実施する。また、総務省主催の統計データに関する研修等の周知等、

職員のデータリテラシーを向上させる研修の受講を促すとともに、関係部局庁と協力しつ

つ、実践的な人材活用の支援を実施する。 

 

６．統計等データの提供要請等に対する対応  

（１）広報評価課は、「データに関する総合窓口」に寄せられた要請のうち、統計的な利活用

を目的とする要請について、データ保管・管理部局に回答の作成を依頼する。 

 

（２）統計部は、統計法に基づく調査票情報の提供要請、オーダーメード集計の要請に適切

に対応するとともに、対応状況について、広報評価課に情報提供する。 

 

７．研究機関等との連携  

（１）広報評価課及び各部局庁は、ＥＢＰＭの取組の推進に当たり、必要に応じ、農林水産
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政策研究所等の研究機関及び内閣官房行政改革・効率化推進事務局のＥＢＰＭ補佐官と

連携する。 

 

（２）農林水産政策研究所は、各部局庁のＥＢＰＭの取組に対し、エビデンスの収集や効果

分析の実施方法等について、技術的な観点から助言を行う。また、各部局庁が自主的に

行うことのできない専門的な知見を要する効果分析について、分析の実施可能性や分析

方針等の検討を行い、可能なものについては自らが分析を行う。さらに、効果検証に必

要な高度な分析手法を農業分野に応用した研究事例について、調査・整理を行う。 


